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Ａ社は従業員 80 名の機械部品メーカーです。

Ａ社から、優秀な人材を確保する一助として、

退職金制度を充実させたいとの相談があり、現

状診断を実施しました。診断では、現在の退職

金制度や人員構成などの分析、制度の特徴や問

題点などを報告し、その中で確定給付企業年金

（ＤＢ）の事務手数料が割高であることも指摘

しました。 

Ａ社はもともと、退職金制度として退職一時

金制度と税制適格退職年金（適年）制度を採用

していましたが、平成 24年３月の適年廃止に

伴い、ＤＢに移行した経緯があります。その関

係で、その後の幹事金融機関も適年の幹事であ

った甲信託銀行のままとしていました。 

 今回の診断結果を受けたＡ社は、社長をまじ

えた検討会を実施。社長から「甲信託銀行とは

ＤＢのみの付き合いであり、幹事を交代しても

支障はない」との発言を得て、総務部長を責任

者とする本格的な検討を進めることとなりま

した。その結果、役員保険で取引がある乙生命

保険（生保）に幹事を依頼することになりまし

た。 

 少人数の企業の場合、甲信託銀行に限らず、

信託銀行の方が生保に比べて事務手数料が割 

 

高となります。その理由は、信託銀行は幹事を

受託すると、そのＤＢ制度ごとにシステムを構

築するためです。一方、生保は構築済みの汎用

システムに、新たなＤＢ制度をのせていくとい

う方法を取るため、比較的低料金での受託が可

能となるのです。ただこの場合には、信託銀行

で運営していたＤＢ制度が、生保のシステムに

きちんと対応できるかどうかを確認・検証する

必要があります。 

 Ａ社の場合は、大きな修正をしなくても乙生

保のシステムにのることが判明し、幹事金融機

関の交代を検討していくことになりました。ま

た、Ａ社は従業員数が 500名未満であることか

ら、掛金計算などを簡便にした「簡易な基準（下

表参照）」が使え、特に手数料が低額となるこ

とも大きな決め手となりました。実際どのくら

いの差になるかというと、甲信託銀行が年 400

万円、乙生保が年 210万円とほぼ半額となりま

した。こうしたことからＡ社社長も納得し、幹

事を交代することが決定されました。 

 今後、正式な掛金計算の実施、規約変更案の

作成、労使合意などの手続きを経て、規約承認

申請をすることになります。なお、規約承認申

請は、変更日の２カ月前までに行う必要があり、 

25時限目： 確定給付企業年金の幹事金融機関の見直し 

企業型確定拠出年金の資格喪失年齢の引上げ」 



 

経営者のための 

やさしい企業年金教室 

一般財団法人 全国商工会議所共済会 

 

制度設計の時間などを考慮すると、幹事交代に

は９カ月程度掛かりますので、ご注意ください。 

幹事交代を決めたＡ社では、この機会に退職

金制度全体についての検討を進め、制度のさら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なる充実を図っていくことになっています。 

 

◇企業年金相談センター(ＮＰＯ法人企業・団

体支援日本ＦＰ協議会) 葉山 俊夫 

 

＜確定給付企業年金における「簡易な基準」とは＞ 

※加入者数 500人未満の確定給付企業年金では、以下の制度運営が認められている 


